
犯罪被害者等

警察

検察庁医療機関

児童相談所

市町村

性暴力
ワンストップ

法テラス
その他
支援団体

相談受理機関

警察 県

ゆい
センター

居住
市町村

コーディネーターが
必要と判断した場合に開催

支援調整会議

＋

弁護士会 福祉団体
その他
関係機関

コーディネーターが
必要と判断した機関・団体

①相談

アドバイザー
機能

⑤会議

⑥支援計画
の決定

⑦支援計画
の説明

⑧支援の提供

⑨計画の見直し（必要に応じて）

多機関ワンストップサービスのイメージ

②支援の
提供

③情報集約
（同意を得て）
※多機関の支援が
必要な場合

④面談及び
ニーズ把握

支援メニュー
等情報提供

犯罪被害者等支援コーディネーター
（沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口）

ゆいセンター内

資料４


	スライド 1: 多機関ワンストップサービスのイメージ

